
今後の発注者のあり方に関する 
中間とりまとめ

はじめに

これまで発注者は，公共工事の品質確保の促進
に関する法律（以下，「品確法」という）の目的
及び理念の実現に向けて着実に取り組みを進めて
きたが，公共事業を取り巻く社会情勢は変化して
いる。
このような状況を俯瞰し，良質な社会資本を国
民に持続的に提供し，生産性向上や働き方改革，
品質管理システムの高度化等の実現を図るととも
に，持続可能な建設生産・管理システムへの変
革，「地域の守り手」としての建設産業の育成，
受発注者協働による品質確保及びこれに対する国
民の信頼性向上等を図るため，「発注者責任を果
たすための今後の建設生産・管理システムのあり
方に関する懇談会」（以下，「発注者懇談会」とい
う）において，今後の発注者のあり方の方向性が
とりまとめられ，平成 30 年 4 月に「今後の発注
者のあり方に関する中間とりまとめ 〜少子高齢
社会等の時代の変化に対応できる持続可能な建設
生産・管理システムの目指すべき方向性〜」（以
下，「中間とりまとめ」という）として公表され
たところである。
本稿では，中間とりまとめの検討経緯及び内容
について紹介する。

検討の経緯

品確法は平成 17 年に制定され，平成 26 年に発
注者の責務がより具体的に定義される等の改正が
行われたところである。各発注者は品確法の目的
及び理念の実現に向けて取り組みを進めている
が，我が国の生産年齢人口の減少や建設業許可事
業者数・建設業就業者数の減少，さらには建設投
資額の減少など，公共事業を取り巻く状況は変化
している。
また，i-Construction 推進による生産性向上，
働き方改革の推進，建設現場の信頼性・安全性の
向上など，近年の喫緊の課題に対する取り組みも
進められている。
こうした背景に基づき，発注者懇談会では，今
後の発注者のあり方について検討するため，発注
者懇談会の下に今後の発注者のあり方に関する基
本問題検討部会（以下，「検討部会」という）が
設けられ，平成 29 年 5 月から平成 30 年 3 月にか
けて 3回にわたり検討を進めてきた。検討にあた
っては，関係する業界団体へのヒアリングも実施
されている。
発注者懇談会及び検討部会の委員は，表－ 1，2
の通りであり，3回の検討部会における検討経緯
は表－ 3の通りである。
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中間とりまとめの構成と 
主なポイント

中間とりまとめは，「Ⅰ．はじめに」，「Ⅱ．今
後の発注者のあり方に関する方向性」，「Ⅲ．おわ
りに」から構成され，「Ⅱ．今後の発注者のあり
方に関する方向性」については，近年の喫緊の課
題である，働き方改革の推進と中長期の担い手確

保・育成，「地域の守り手」である地域の建設産
業の持続的な育成・確保，i-Construction の推進
等を通じた生産性向上，品質に対する信頼性の向
上などのテーマごとに現状と課題，今後の方向性
が列挙されている。そして，これらテーマに留ま
らない建設生産・管理システム全体に関わる内容
について，建設生産・管理システムの不断の改善
としてとりまとめられている。「Ⅱ．今後の発注
者のあり方に関する方向性」において提言されて
いる主な内容は以下の通りである。

⑴　働き方改革の推進及び中長期的な担い手の確
保・育成
①　適切な予定価格と工期の確保
・建設現場の魅力向上を図るとともに，市場の
実勢価格を適切かつ迅速に積算へ反映できる
よう，引き続き，設計労務単価や技術者単価
の改定を図る

②　週休 2日の確保等による適切な労働時間の確
保
・i-Construction の推進，長時間労働の是正，
週休 2日の確保や施工時期の平準化，3月納
期集中の緩和等の業務の平準化による，建設
現場の生産性向上と技術者・技能者等の働き
方改革推進

③　技術者・技能労働者の確保・活用と人材育成
・技術検定制度の改善等による若年層の資格の
早期取得に向けた環境づくり，若手技術者の
現場配置促進等
・中長期的な建設投資の見通し等の公表
④　建設現場環境の改善と積極的な広報
・現場技術者の休暇取得促進等の現場労働環境
の改善
・受発注者協働の積極的な広報

⑵　「地域の守り手」である地域の建設産業の持
続的な育成・確保
①　地域建設業が活躍できる市場の形成
・等級区分の設置，分離分割発注，個別工事の
地域要件の適用，災害活動などの評価等
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表－ 1　発注者懇談会委員名簿

表－ 2　検討部会委員名簿

表－ 3　検討部会での検討経緯
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・高い技術力や現場力を保持している企業が，
より規模の大きな工事へ参加可能とするなど
のインセンティブのある制度の検討

・チャレンジ型や自治体実績評価型等による直
轄実績のない企業の参入機会の確保

・中小企業に対して，i-Construction を普及・
拡大するために，小規模工事の基準類の策定
や地方公共団体発注工事を対象としたモデル
工事の推進

②　地域建設業が適切に評価される入札・契約方
式等の改善
・事業協同組合，地域維持型 JVの活用，フレ
ームワーク方式の導入検討
・「災害復旧における入札契約方式の適用ガイ
ドライン」を地域発注者協議会等の活用によ
り，地方公共団体にも普及

③　発注機関相互の情報共有，連携強化
・品確法の基本理念や運用方針の普及・啓発を
はじめ，発注者がその責務を十分果たすため
に，発注者間で技術的手法等の情報共有及び
相互連携の促進

・工事の内容や地域特性を考慮した積算システ
ムの標準化・共有化

・地域発注者協議会等を活用して，発注者と地
域企業が一緒になって，地域防災力の維持・
向上を図るための方策の検討

・複数の発注機関において，工事成績評定の技
術的評価の相互利用が図られるよう，測量・
調査・設計業務や工事等に関する技術者デー
タベースの統合運用のほか，基準類策定や検
査官等の人材育成の支援

⑶　i-Constructionの推進等を通じた生産性向
上
①　i-Construction の深化
・BIM/CIMモデルに関する標準的な仕様の整
備及び測量・調査・設計・施工・維持管理で
一気通貫の流通・利活用の推進

・官民が所有する各種地盤情報を統合，共有化
した地盤情報データベースの構築

・ICT 施工の技術基準類の整備と適用工種の
拡大，適切な実施環境の整備
・スランプなど品質規定の見直しや，プレキャ
スト製品やハーフプレキャスト等の導入の推
進

②　新技術の導入促進
・設計段階での新技術導入，技術提案・交渉方
式（ECI 方式等）の適用拡大，新技術導入促
進経費の活用
・公共事業の科学技術イノベーションの推進
③　技術開発の推進
・技術開発が必要な工事を対象とした入札・契
約制度の構築・改善

⑷　品質に対する信頼性の向上
①　監督・検査体制の確保等による信頼性の向上
・監督・検査において，現場確認に替わって，
計測データや映像等を活用した連続的な電子
データによる状況確認への転換
・ISOの積極的な活用，必要に応じて発注者が
立入検査を行えるようにするなど，制度の補
完の検討
・長期性能保証付き契約，「公共工事長期品質
評価制度（仮称）」の導入検討

②　新技術の活用等による品質管理の合理化
・受発注者双方において不断に書類等の統一
化・簡素化，情報共有システム（ASP）等の
活用，3次元データ等による監督・検査業務
の効率化・合理化等
・工事に入る際の三者会議の開催に加え，設計
に入る際の三者会議の開催

⑸　建設生産・管理システムの不断の改善
①　大規模維持更新時代に向けた建設市場の創出
・大規模維持更新時代に対応するための，実態
を踏まえた適切な積算等や適切な入札・契約
方式の改善の検討
・大規模構造物等の修繕工事に関する工種の新
設や，「地域の守り手」である地域企業の市
場を確保する必要がある工種における等級の
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設置等の検討
・実態に即した適切な支払い方式（単価契約や
コストプラスフィー契約など）の検討
・複数年契約や確認公募型の随意契約の適用を
拡大するとともに，再度の入札に付しても落
札者がない場合に，競争性・透明性の確保に
最大限留意しつつ，随意契約できる仕組みの
検討

②　建設現場のデータ化による建設生産・管理シ
ステムの大循環の実現
・デジタル化された 3次元データを基盤とする
「インフラ・データプラットフォーム（仮称）」
など，社会資本に関するデータベースの構築
・電子納品格納率の大幅引き上げ
・既設計成果等の 3次元データへの転換及び新
規の調査・測量・設計業務のBIM/CIMモデ
ルによる 3次元データによる納品の積極的な
推進
・設計成果品に対する品質確認について，不断
に効率的・効果的なチェックシステムの改善

③　公共事業のマネジメントの向上（受発注者協
働のマネジメント）
・発注体制の補完や特に技術職員が少ない地方
公共団体等の支援に関して，事業促進 PPP
制度や包括業務契約制度等の積極的導入及び
必要な人材を登録する制度等の検討（企業評
価）

・全国・ブロック企業，地域企業，専門工事企
業などの企業群に，災害時の BCP 体制，働
き方改革等も加味した多様な企業評価の実施
の検討
・企業自ら経営戦略に応じて，市場を選択でき
る制度「（仮称）選択マーケット制」の検討（技
術者評価）
・技術者データベースの統合運用及び充実（入
札・契約制度）
・工事表彰制度や災害出動実績等の実績を持つ
企業が，より優位に評価される項目の有効期
間の検討

④　海外展開を促進する仕組みの構築
・国内における ECI 方式等多様な入札・契約
制度の展開や PPP 事業の拡大，FIDIC 標準
約款に基づく入札・契約の試行の検討等
・海外における技術者の実績・成績等を国内工
事・業務でも活用できるような制度構築，ジ・
エンジニアや海外実績の評価導入，海外実
績，成績等の国内工事・業務への活用の検討

おわりに

本中間とりまとめにて提言された施策の実施や
制度の改善にあたっては，対象となる業界及び関
係者の意見を十分に聴取し，優先順位等を勘案し
た上で，施策の具体化に取り組んでまいりたい。
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